
 

23 日獣発第 245 号 

平成 23 年 10 月 31 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

社団法人 日本獣医師会 

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

獣医師法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき農林水産大臣の 

指定する診療施設を指定する件（告示）の一部改正について 

（通知） 

 

平成 23 年 10 月 20 日付け 23 消安第 3426 号をもって、農林水産省消費・安

全局畜水産安全管理課長から別添写しのとおり通知がありました。 

このたびの通知は、獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）第 16 条の２第１項

の規定に基づく農林水産大臣の指定する診療施設の指定が別記のとおり改正さ

れ、別添のとおり告示の一部が改正されたので、本会会員への周知を依頼され

たものです。 

今回の改正は、これまで単独で指定を受けていた島根県農業共済組合連合会

出雲家畜診療所が、共同で指定を受けたことに伴うものです。共同指定を受け

ることにより、症例数や指導獣医師数の増加を図り、指定施設の充実化を図っ

たとされているほか、診療所の統廃合や移転等に伴う削除や施設名・所在地等

の変更がなされています。 

告示の一部改正について貴会関係者に周知するとともに、獣医師の卒後臨床

研修制度の一層の整備・推進のため、臨床研修診療施設の指定申請の奨励等、

貴会関係者に対する積極的な対応をお願いします。 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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